
手形・小切手機能の「全面的な電子化」に関する検討会（第６回）

次 第

 2022年３月 24日（木）午前９時 30分～ 

Web会議（Webex） 

１. 金融界における自主行動計画のフォローアップの状況等について（事務局）

２. 産業界における自主行動計画のフォローアップの状況等について（中小企業庁様）

３. 第３回中小企業等の活力向上に関するワーキンググループの模様について

― 約束手形の利用廃止に向けた政府要請（中小企業庁様） 

― 金融業界に対する要請（金融庁様） 

４. 質疑応答・意見交換

以 上 
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Ⅰ-１.手形・小切手機能の電子化状況に関する調査報告書の策定

自主行動計画（抜粋）

項 目 内 容

3．評価・検証

(1) 基本的な考え方

•本行動計画にもとづく金融界全体の取組内容の評
価・検証は、本検討会が実施し、そのために必要な
調査・検討は、独占禁止法に留意しつつ、金融庁や
金融界における関係団体の協力を得て行うものとす
る

3.評価・検証
(3) 時期

① 毎年のフォロー
アップ

•本検討会は、計画期間※内の毎年３月に、後述の
評価項目の取組状況を調査・確認したうえで、その
結果を「手形・小切手機能の電子化状況に関する
調査報告書」に取りまとめ、公表する

※ 本行動計画策定後から2026年度（令和８年度）末
までの約５年間

調査報告書（案）目次

1. 序文

2. 手形・小切手機能の全面的な電子化に向けた自主行動計画の概要
3. 2021年中の全国手形交換枚数等の状況

(1) 全国手形交換枚数の推移等（年間削減目標の達成状況）
(2) でんさい発生記録請求件数の推移等

4. 2021年度の取組実績

(1) フォローアップの結果概要

(2) 金融界における取組み
(3) 産業界における取組状況

(4) 産業界と金融界の連携状況

5.今後の課題と方向性

(1) 政府からの要請事項

(2) 来年度（2022年度）以降の取組み

6.終わりに

 2021年７月に、本検討会において策定した自主行動計画では、計画期間内の毎年３月に、評価項目の取組状況を調
査・確認のうえ、その結果を「手形・小切手機能の電子化状況に関する調査報告書」に取りまとめ、公表することとして
いる

 今般、自主行動計画にもとづき、調査報告書（案）を策定

３
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Ⅰ-２.調査報告書の概要－2021年中の全国手形交換枚数等の状況－

全国手形交換枚数（手形・小切手の推計値） でんさいの発生記録請求件数

 全国手形交換枚数（手形・小切手の推計値）は、自主行動計画にもとづく単年目標（▲約536万枚/年）に対し、▲約510
万枚/年（達成率約95％）と未達

 一方、でんさいの発生記録請求件数は、前年比増加率が大幅に拡大（14％（2020年）→28％（2021年））。企業規模別
に見ても中小企業を中心に満遍なく増加

※種類別内訳は東京・大阪・名古屋の手形交換所における３月中の交換枚数をもとに比率を推計して算出

４
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Ⅰ-３.調査報告書の概要－2021年度の取組実績 (1)フォローアップの結果概要①－

①約束手形等の持帰枚数および発行枚数の減少状況（参考値） ②約束手形等の発行手数料、取立手数料等の見直しの検討

 フォローアップは、各金融機関における2020年および2021年における取組状況を確認し、比較検証

 約束手形等の持帰枚数および発行枚数は、いずれも前年比減少しており、このうち、発行枚数は約20％減

 約束手形等の発行手数料、取立手数料等の合理的かつ適正な価格への見直しは、検討を実施済または検討中と回
答した金融機関が全体の約47％に達し、前年比約７％増。発行手数料の見直しを実施した金融機関が最多

５
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Ⅰ-４.調査報告書の概要－2021年度の取組実績 (1)フォローアップの結果概要②－

③電子的決済サービスに係る手数料の見直しの検討 ④電子的決済サービスの利便性向上（改善）策の検討

 電子的決済サービスに係る手数料の合理的かつ適正な価格への見直しは、検討を実施済または検討中と回答した金
融機関が全体の約50％に達し、前年比約11％増。IBの料金プランの見直しを実施した金融機関が最多

 電子的決済サービスの利便性向上（改善）策は、検討を実施済または検討中と回答した金融機関が全体の約87％に
達し、前年比約30％増。操作性・画面レイアウトの見直しを実施した金融機関が最多

６
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Ⅰ-５.調査報告書の概要－2021年度の取組実績 (1)フォローアップの結果概要③－

前年との比較検証を踏まえた評価

⑥約束手形の利用を廃止する事業者に対する資金繰り支援の事例

 電子的決済サービスの導入支援は、実施済と回答した金融機関が全体の約76％に達し、前年比約46％増。電子化に
係る広報・宣伝を実施した金融機関が最多

 全ての項目において進捗状況が前年比改善しており、自主行動計画の策定を契機に、各金融機関が自主行動計画に
記載の取組事項を参考にして、各施策を主体的に実施してきたものと評価

 従来から、でんさい割引や当座貸越枠設定などのほか、必要に
応じて債権流動化やABLなどの手法も提供。約束手形の利用廃
止等による運転資金需要の増加に対しても同様

 約束手形の利用を廃止する事業者を対象とする独自の融資商
品を新設

 資金使途を運転資金に限定した当座貸越極度枠の設定

 約束手形利用事業者に柔軟な対応ができるよう、対象先リストを
策定し、手形の利用見直しの検討状況や、それに伴う資金繰り
変化、資金調達の必要可能性等をヒアリングする体制を構築

 全ての評価項目において進捗状況が改善しており、自主行動計
画の策定を契機に、各金融機関が自主行動計画に記載の取組事
項を参考にして、各施策を主体的に実施してきたものと評価できる

 各金融機関は、目標の達成に向け、引き続き主体的に自主行動
計画に記載のあるような各施策を継続的かつ着実に実施する必
要がある

７

⑤電子的決済サービスの導入支援の実施
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Ⅰ-６.調査報告書の概要－2021年度の取組実績 (2)金融界における取組み－

約束手形と同等以上の商品性の確保 周知広報活動

 でんさいネットは、手形利用企業がよりでんさいへ移行しやすい環境の整備に向け、インターネットバンキング（IB）の
契約がなくても利用可能な設計等の取組みを実施

 また、非対面アプローチを主体としたオンラインによる推進施策など、周知広報活動も強化

a．IBの契約がなくても利用可能な設計

b．でんさいの機能・サービスの改善

c．キャッシュバックキャンペーンの実施

a．各金融機関における取組み

b．全銀協・でんさいネットにおける取組み

 新しいチャネルの構築に向け、引き続き業務要件の詳細等につい
て検討を実施（当該チャネルを構築する場合は、2024年中のリ
リースを想定）

 でんさいの発生日（譲渡日）から支払期日までの期間の短縮（現
状：最短７銀行営業日⇒３銀行営業日）/債権金額の下限の引下
げ（現状：１万円⇒１円）に向けて、引き続きシステム開発の対応を
実施（2022年度にサービスイン予定）

 主に手形の利用枚数・金額が小さく、電子的決済手段への移行に
よるコストメリットを享受しにくい企業の手形からでんさいへの移行
を後押しすることを目的に、でんさいの新規利用者を対象にキャッ
シュバックキャンペーンを実施

 セミナー参加企業に対するアフターフォローの実施
 Webセミナーや職員向け勉強会の開始
 でんさいのWeb体験サービスの提供
 独自に作成したチラシ等の配布

 企業向けオンラインセミナーの開催
 決済・経理業務の電子化/でんさい推進強化月間の設定・実施

前向き どちらでもない 後ろ向き 合計

手形支払企業 11.1% 57.4% 31.5% 100%

手形受取企業 23.9% 48.2% 27.8% 100%

【企業の全面的な電子化（でんさいの導入）に対する反応】

【手形支払企業が全面的な電子化（でんさいの導入）に後ろ向きな理由】

回答内容 回答数 回答内容 回答数

取引先がでんさいを利用していない 73 導入に費用がかかる 13
社内体制の変更が難しい・導入準備が面倒 41 セキュリティに不安がある 11
IBを利用していない 26 導入方法・仕組みが分からない 10
全面電子化について知らない・対応しない 22 利用手数料が手形よりも高い ７

８
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Ⅰ-７.調査報告書の概要－2021年度の取組実績 (４)産業界と金融界の連携状況－

業界団体等との意見交換を通じて得られた主な課題等

 全銀協は中小企業庁をはじめとする関係省庁や業界団体等と連携し、産業界（①素形材、②繊維、③建材・住宅設備、
④金属産業、⑤流通業、⑥建設業）との意見交換を実施

 本意見交換を通じて寄せられた課題等については、金融界、産業界、関係省庁それぞれの取組みが必要であり、関係
省庁と連携のうえ、今後も継続的に産業界とのコミュニケーションを取りながら、解決に向け必要な検討を実施する

項番 項 目 内 容

１ サプライチェーンの上流から進める必要性
川上の企業で支払サイトを短くしなければ、中間や川下の企業で手形を廃止することは難しい。特に、
大企業側からの取組みを強くお願いしたい

２
受発注間における認識のずれや力関係を考慮した対応の
必要性

受注側から発注側への交渉や申入れを行うのは難しい場合があるのが実態。また、支払サイトの短縮
を交渉することにより、本体価格の値下げにつながる場合もある

３ 業界慣行の見直しに関する理解を広げる必要性
電子的決済サービスへの移行を進めているが、一部の取引先が明確な理由もないまま頑強に「紙」で
の支払を要求され続けており、完全電子化が実現できていない

４ 電子化対応の裾野を広げる必要性
下請が重層構造になっている中では、１次下請が電子化に対応できても、２次下請、３次下請が電子化
に対応するのは困難な場合もあり、そういった層にも浸透させることが重要

５
業界を跨いだ商取引における発注者側に対する対応の必
要性

現状の各業界の自主行動計画ベースの対応では、受注者側にすべての支払いのしわ寄せが来てしま
う。発注者側にも、何らかの対応が必要

６ 大企業間の取引における手形の利用廃止
下請振興法の適用対象外の大企業間の取引において支払いサイトが長い手形が利用されている。そ
こを解決しないと取組みが進まない

７ 自治体等が発行する小切手の存在
電子化の対応を進めているが、小切手の受取のみが残っており、当該小切手は自治体発行のものや、
商工会から地域振興券等の入金として小切手で受け取っているものが挙げられる

８ 電子的決済サービスの周知・広報
でんさいなどの電子的決済サービスをそもそも知らない場合や、存在は知っていても割引 、裏書譲渡、
分割が可能であることを知らない場合があるため、認知度向上を図っていく必要がある 。

９
電子的決済サービスの導入時における金融機関によるサ
ポート

取引先が多い場合、電子的決済サービスを導入するに当たっては、取引先への説明に時間を要するこ
とがハードルとなる。そのため、各金融機関のフォローアップが重要である

10 資金繰り支援
支払サイトの短縮に伴って運転資金需要が生じる企業がどうしても出てくる。金融機関の支援が大変
重要と思っているので、是非きめ細かい対応をお願いしたい

９
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Ⅰ-８.調査報告書の概要－今後の課題と方向性(２)来年度以降の取組み－・－おわりに－

来年度以降の取組み おわりに

 来年度以降は、産業界との意見交換の継続実施による相互理解を深化していくとともに、未実施の業種へのアプロー
チを実施。移行に当たっての具体的課題の把握に向け、関係省庁を通じて、産業界と密接に連携していく

 各金融機関は、本調査報告書を通じて各種取組みの進捗状況を確認し、必要に応じて施策の見直し等に活用。引き
続き主体的かつ積極的な取組みを着実に実施する必要がある

 産業界との意見交換の継続実施による相互理解を深化
していくとともに、未実施の業種へのアプローチを実施

 自主行動計画に定められた取組みを強化しつつ、産業
界、関係省庁との連携を引き続き実施

 地方公共団体から民間事業者への小切手による支払義
務について、関係省庁への働きかけ等、必要な取組みを
実施

 2027年度以降を支払期日とする約束手形等が存在する
ことを踏まえ、実態調査等を通じて、取扱いについて検
討を実施

 電子的決済サービスへの移行に当たっての具体的課題
の把握に向け、関係省庁を通じて、産業界と密接に連携

 2021年は年間削減目標の達成まであと一歩の結果（目
標達成率約95％）

 今後は目標達成に向けて、官民一体となったオールジャ
パンでの取組みをより一層強化

 政府においても重要な施策と位置付けられており、今後、
社会的な認知度の高まりが期待されることを踏まえ、金
融界のみならず、政府や産業界の各主体が連携を図り
ながら、自主行動計画の実効性をより一層高めていくこ
とが望まれる

 各金融機関は、本調査報告書を通じて各種取組みの進
捗状況を確認し、必要に応じて施策の見直し等に活用す
るとともに、引き続き主体的かつ積極的な取組みを着実
に実施する必要がある
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Ⅰ-９.調査報告書の策定・公表に向けて

３月24日（木）（本日） 調査報告書（案）の内容について意見募集【３月29日（火）正午期限】

３月29日（火）中目途 第７回会合開催（書面予定）【調査報告書（最終版）を提示】

３月31日（木） 調査報告書公表、金融機関宛通知

 調査報告書（案）の内容について、メンバーの皆様からご意見等をお寄せいただきたい【提出期限：３月29日（火）正午】
（提出方法は、「検討会の運営」（第１回会合で提示）ご参照）

 調査報告書の策定・公表までのスケジュールは下表のとおり
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Ⅱ．政府関係会合における動向
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Ⅱ.政府関係会合における動向

未来を拓くパートナーシップ構築推進会議（内閣府） 中小企業等の活力向上に関するワーキンググループ（首相官邸）

 政府関係会合では、産業界に対して、約束手形の利用廃止を目指した業界としての具体的な段取りを策定し、今夏を
目処に各業種の自主行動計画に盛り込むかたちで改定することを要請

 また、金融界に対しても産業界における約束手形利用廃止の取組状況を踏まえつつ、2026年に手形交換所における
約束手形の取扱いを廃止することの可否について検討を開始することを要請

 2022年２月10日、第３回会合が開催
https://www5.cao.go.jp/keizai1/partnership/partnership.html

 本会合では、荻生田経済産業大臣から、約束手形の利用廃止に
関して以下のご発言があった（議事要旨から抜粋）

約束手形の2026年までの利用廃止への道筋については、各業界において、具体的なロード

マップの策定や課題の洗い出しなど、業界所管省庁の局長級会合を通じて関係業界に要請
をします。加えて、2026年に手形交換所における約束手形の取扱いを廃止することの可否に
ついて検討を開始するよう、同様に、金融業界に対して要請をいたします。

経済産業省資料「パートナーシップ構築宣言等に関する現状と今後の取組」から抜粋

5．約束手形の2026年までに利用廃止への道筋

 各団体における自主行動計画の改定の要請（２月中に各省に依頼）

 利用の廃止に向けた具体的なロードマップ（段取り、スケジュール等）の検討を依頼し、
その反映を要請

 約束手形の利用廃止に向け、異なる業種間での取引における課題など、他業種も含め
て取り組まなければ解消できない課題の洗い出しなどを実施。中小企業庁において課
題を整理し、それらの課題に対する対応も各業界の自主行動計画に盛り込むよう要請。

 2026年の手形交換所における約束手形の取扱い廃止の検討（２月中に金融業界に検討

を依頼）

 金融業界に対して、産業界における約束手形利用廃止の取組状況を踏まえつつ、2026
年に手形交換所における約束手形の取扱いを廃止することの可否について検討を開始
するよう要請。

 2022年２月22日、第３回会合が開催
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/katsuryoku_kojyo/katsuryoku_ko
jyo_wg/dai3/gijisidai.html

資料「中小企業等の活力向上に関する現状・課題と今後の取組について」から抜粋

取引適正化に向けた取組を更に進めるため、下請中小企業振興法に基づく振
興基準の改定を踏まえつつ、自主行動計画に下記の内容を盛り込む形で今夏
を目処に改定いただくよう、事業所管省庁から業界団体に協力を要請。

①約束手形の利用廃止を目指した業界としての具体的な段取りを策定すること
※1 各業界団体において、約束手形の利用廃止を目指すにあたって課題とな

る異業種の取引先との間の慣行など、業種をまたいだ課題の抽出を行い、
春頃までに中小企業庁に共有。また、中小企業庁において、各業界から寄
せられた課題を整理し、各業界団体にフィードバック。各業界団体において
それらの課題に対する対応も自主行動計画の改定に盛り込む。

※2 金融業界に対して、産業界における約束手形利用廃止の取組状況を踏
まえつつ、2026年に手形交換所における約束手形の取扱いを廃止すること
の可否について検討を開始するよう要請。

（中略）

上記の改定状況について、今秋に開催する本WGにおいてフォローアップを実施
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＜参考①＞手形機能の全面的な電子化チラシ

【表面】 【裏面】
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＜参考②＞電子交換所の設立や手形・小切手の全面的な電子化に係るリーフレット

【表面】 【裏面】
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